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第３回 第一次大極殿院建造物復原整備検討委員会 議事概要

23 2 14 10 00 12 25日 時：平成 年 月 日（月） ： ～ ：
1,2場 所：公益財団法人 文化財建造物保存技術協会 会議室

出席委員：委 員 名 （欠席 名）8 3
行政委員 名（代理出席を含む （欠席 名）9 1）

．第２回検討委員会の議事概要について１
第２回検討委員会の議事概要が説明された。
第２回の議事概要について承認された。

２．検討委員会の当面の開催予定について
検討委員会の開催予定について、当初年度内４回の開催予定を年度を跨いで５回に変更す
ることが説明された。
当面の開催予定について承認された。
また、議事を進めるにあたり「復原原案」については、奈良文化財研究所において責任を
もって提示していただくものであり、本検討委員会全体での検討事項で無いことが、再確
認された。

３．議事概要
（１）第２回検討委員会における委員意見とその対応について
第２回の委員意見を受けての基本計画案として、資料１－１から資料１－４までの説明が
行われた。このうち、内庭広場のレキ敷きと見学者動線について、築地回廊に沿って幅員
６ｍの平滑舗装の周回路を設け、内庭広場中央に幅員３ｍのＴ字の仮設通路を設置する修
正案が説明された。
各委員より次のような質問・意見があった。
・緊急車輌はどこから入るのか。また、Ｔ字の仮設通路は常設とするのか。
・内庭広場において急病人を周回路まで搬送するのと、築地回廊外側まで搬送するのと距
離的に変わらないので、周回路は院地区の外に設ければよいのではないか。

・緊急時に対応するための周回路は必要だと思うが、最低限の幅員とすべきである。
、 、 。・Ｔ字の仮設通路は 院地区の正面性を阻害するため 位置や仕様の再検討が必要である

・往時のレキ敷きは本当に凹凸が著しく見学者の妨げとなるのか疑問である。遺構の再検
討が必要ではないか。

・往時のレキ敷きのイメージを統一するために、試作品を作製して提示したほうがよい。
・身障者の見学用にレキ敷きでも走行できる特殊車輌を用意してはどうか。そうすれば、
Ｔ字の仮設通路は必要ないのではないか。

・国際的な理解を得るには、真実性に基づく復原であることを示さなければならい。した
がって、周回路などの付加的な設備は必要最低限とすることが必要である。

・見学者の行動特性を想定し、復原物への破損防止や事故が起こりにくい環境を考えたう
えで出来る限り付加的な設備については縮小すべきである。

・院地区への出入口は、南門だけでなく、その他の脇門や穴門にも設けてほしい。
・遺構を見せる工夫として透明樹脂を用いた見学ポイントを設けてはどうか。
・院地区における現代的な利活用については、市民も望んでいるのではないか。
・大極殿院は文化財的建造物の復原であるので、建築基準法の適用除外となるように議論
し、この機会に制度の見直しを働きかけてはどうか。

・興福寺金堂の復原において、防火区画については、建築審査会により適用除外を受けた
経緯がある。

最初の質問に対して、事務局より、次のとおり回答を行った。また、内庭広場のレキ敷き
と見学者動線については上記の意見を参考にして、今後の検討を進めることとなった。
その他、西面回廊の軟弱地盤への対応、東西楼の登楼方法、展示物の位置、利活用プログ
ラムについての基本計画案については承認された。
・緊急車輌の進入路については、当面は北側の県道からが進入路となるが、将来、県道が

移設され北面回廊が復原された場合は、北門を進入路として考えている。仮設通路につ
いては、イベント時は取り外すが、平時は常設となる。
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（２）セン積み壇の整備について
セン積壇について、地下遺構の状況や、既に復原整備された正殿の高さ関係から、復原可
能なセン積壇の規模について報告が行われた。
各委員より次のような意見があった。
・セン積壇の復原に関し、位置を守るか、高さを確保するかについては、奈良文化財研究
所において、過去に議論された経緯があるが、議論は平行線のままであった。

・復原検討に当たっては、立体的なシュミレーションが必要ではないか。
・遺構までの養生厚さが９ｃｍでも問題ないのではないか。また、現位置での復原規模で
も十分にセン積壇として表現が可能ではないか。

・位置を移動させて復原した場合、全体の真実性が確保できない可能性がある。
院地区全体の真実性を確保に念頭におき、上記の意見を参考に、今後の検討を進めること
となった。

（３）伝統工法・材料による復原範囲について
伝統工法・材料の使用方針と想定内容について説明が行われ、その方針に基づき伝統工法
・材料による復原範囲について平面図が提示された。
各委員より次のような質問があった。
・ＲＣ基礎には免震装置は設けないのか。
・築地部分を鉄骨造とする範囲において、それ以外は木材を使用するのか。
・基壇を版築とすることはできないのか。
これらの質問に対し事務局より次のように回答した。
・基壇の遺構面の高さの関係や築地回廊の連続性の観点から、耐震設計で考えている。
・檜材とするかは検討していくが、築地以外は木造とし、他の材料に置き換えることはし
ない考えでいる。

・今後の検討によるが、遺構保存を第一義として安全率を見込んでＲＣ基礎としている。
また、各委員より次のような意見があった。

、 。・予算や工期の問題は理解できるが 伝統工法を用いて復原する範囲を広げるべきである
・西面回廊北寄りの軟弱地盤の範囲は、より一層の軽量化を図るべきである。

、 。・基壇を版築としないのならば 築地回廊についても版築にする必要はないのではないか
・院地区は中枢区域であるので、できるだけ伝統工法とすべきである。
・築地回廊の築地部分は、今後の復原原案研究により漆喰塗り、若しくは白土仕上げとな
る可能性がある。

各委員の意見により、今後、次のように作業を進めていくことになった。
・遺構への影響をより詳しく整理し、出来る限り伝統工法・材料で復原する範囲について
再検討して提案を行うこととなった。

（４）管理計画（防災計画）について
宮跡内の既存施設の防災計画について、文化庁により見直し作業が行われていることの説
明が行われ、大極殿院地区についても既存施設の設備の見直しの状況を勘案して防災計画
を検討していく予定であることが報告された。
管理計画（防災計画）については承認された。

（５）第一次大極殿院復原原案研究の状況について
奈良文化財研究所で進捗中である、復原原案の研究状況と今後の課題について報告が行わ
れた。

（６）その他
事務局より、次回委員会は 月中旬から下旬に開催することを予定し、開催場所などの調5
整を行うとの連絡を行った。


